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熊本県告示第７１０号 
 生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）第５０条の２の規定により、次の指定医療機
関から変更の届出があった。 
  平成２０年８月５日 
                        熊本県知事 蒲 島 郁 夫    
（医科） 

変 更 事 項 

 医療機関名称 

旧 新 

 変更年月日 

所  在  地 

 仲山医院 

玉名市滑石９６４ 玉名市滑石９３６ 

平 成 ２ ０ 年 ３ 月
５日 

 
 
 

第１１７２７号 

平成 20 年 8 月 5 日(火)

（毎週 火･金発行） 

 告  示 
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（歯科） 

変 更 事 項 

 医療機関名称 

旧 旧 

 変更年月日 

所  在  地 

 木下歯科医院  
山鹿市菊鹿町下内田
５８６ 

 
山鹿市菊鹿町下内田
５９８番地１ 

平 成 １ ４ 年 ５ 月
１日 

 
 
熊本県告示第７１１号 
 生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）第４９条及び中国残留邦人等の円滑な帰国の
促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律（平成６年法律第３０号）第１４条第４項
においてその例によるものとされた生活保護法第４９条の規定により、医療機関を次のよ
うに指定した。 
  平成２０年８月５日 
                        熊本県知事 蒲 島 郁 夫    
（医科） 

 医療機関名称 医療機関所在地  指定年月日 

髙田胃腸科内科 八代市大村町３５０番地 
平 成 ２ ０ 年 ６ 月
３日 

堀田循環器内科分院 天草市天草町大江１７５９番３ 平 成 ２ ０ 年 ６ 月
１日 

（歯科） 

 医療機関名称 医療機関所在地  指定年月日 

たかやまデンタルク
リニック 

菊池郡大津町室４００番地１ 平 成 ２ ０ 年 ６ 月
２日 

（薬局） 

 医療機関名称 医療機関所在地  指定年月日 

つぼみ調剤薬局 菊池郡菊陽町光の森三丁目１７番地７ 平 成 ２ ０ 年 ６ 月
３日 

 
 
熊本県告示第７１２号 
 生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）第５０条の２及び中国残留邦人等の円滑な帰
国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律（平成６年法律第３０号）第１４条第
４項においてその例によるものとされた生活保護法第５０条の２の規定により、次の指定
医療機関から変更の届出があった。  
  平成２０年８月５日 
                        熊本県知事 蒲 島 郁 夫    
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（薬局） 

変 更 事 項 

 医療機関名称 

旧 旧 

 変更年月日 

所  在  地 

清風薬局免田店 

球磨郡あさぎり町免
田東１６９９ 

球磨郡あさぎり町上
北１６７ 

平 成 ２ ０ 年 ４ 月
７日 

 
 
熊本県告示第７１３号 
 生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）第５０条の２及び中国残留邦人等の円滑な帰
国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律（平成６年法律第３０号）第１４条第
４項においてその例によるものとされた生活保護法第５０条の２の規定により、次の指定
医療機関から再開の届出があった。 
  平成２０年８月５日 
                        熊本県知事 蒲 島 郁 夫    
（訪問看護ステーション） 

 医療機関名称 医療機関所在地  指定年月日 

訪問介護ステーショ
ンほたる 

宇城市松橋町松橋１０６番地２ 平 成 ２ ０ 年 ５ 月
１７日 

 
 
熊本県告示第７１４号 
 道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第２項の規定に基づき、次のとおり道路
の供用を開始する。 
 その関係図面は、平成２０年８月５日から６０日間、熊本県土木部道路保全課において
一般の縦覧に供する。 
  平成２０年８月５日 
                        熊本県知事 蒲 島 郁 夫    
１ 道路の種類、路線名及び供用を開始する区間等 

道路の種類 路 線 名  供 用 を 開 始 す る 区 間  延 長 
(メートル) 備 考

一般県道 横野矢部線 

上益城郡御船町大字滝尾字堅津山 
      ３３５７番５地先から 
同所 
      ３３５１番１地先まで 

 155.0 緊 道 整
Ｂ防災

       
２ 供用を開始する期日 平成２０年８月５日 

 
 
熊本県告示第７１５号 
 森林法（昭和２６年法律第２４９号）第２９条の規定により次の森林を保安林予定森林 
にする旨農林水産大臣から通知を受けたので、同法第３０条の規定により告示する。 
  平成２０年８月５日 
                        熊本県知事 蒲 島 郁 夫    
１ 保安林予定森林の所在場所  
  熊本県葦北郡芦北町大字箙瀬字家川内１３３番１、１３３番４、１３５番１、字本迫 
 又２９４番、２９７番、２９９番 
２ 指定の目的 土砂の流出の防備 
３ 指定施業要件 
 (１) 立木の伐採の方法 
  ア 主伐に係る伐採種は、定めない。 
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  イ 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市 
   町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。 
  ウ 間伐その他特別の場合の伐採に係るものは、次のとおりとする。 
 (２) 立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種 次のとおりとする。 
 （「次のとおり」は、省略し、その関係書類を熊本県庁及び熊本県芦北地域振興局並び 
に芦北町役場に備え置いて縦覧に供する。） 

 
 
熊本県告示第７１６号 
 介護保険法（平成９年法律第１２３号）第４１条第１項の規定により指定居宅サービス
事業所を次のとおり指定した。 
  平成２０年８月５日 
                        熊本県知事 蒲 島 郁 夫    
 （通所介護） 

事業所の名称及び事業所の所在地 事業者名 指定年月日 

デイサービスセンターあんみつ姫
宇城市松橋町南豊崎７２番地 有限会社かぐや姫 平成２０年８月１日 

 
 
熊本県告示第７１７号 
 介護保険法（平成９年法律第１２３号）第５３条第１項の規定により指定介護予防サー
ビス事業所を次のとおり指定した。 
  平成２０年８月５日 
                        熊本県知事 蒲 島 郁 夫    
 （介護予防通所介護）                                                           

事業所の名称及び事業所の所在地 事業者名 指定年月日 

デイサービスセンターあんみつ姫
宇城市松橋町南豊崎７２番地 有限会社かぐや姫 平成２０年８月１日 

 
 
 
 
 
熊本県公告第５３９号 
 森林法（昭和２６年法律第２４９号）第３３条の３において準用する同法第３０条の規 
定により通知する次の者については、その所在が不分明なので、同法第１８９条の規定に 
より、当該通知の内容を八代市役所に掲示する。 
  平成２０年８月５日 
                        熊本県知事 蒲 島 郁 夫    
１ 所在の不分明な者の氏名 
  嶽本 伊勢松、鍛治 小吉 
２ 通知の趣旨 
 (１) 農林水産大臣から、保安林の指定施業要件を変更する予定である旨の通知があっ 
   たこと。 
 (２) 保安林の所在場所、指定の目的及び指定施業要件については、平成２０年７月１ 
   １日付け熊本県告示第６４３号による。 

 
 
熊本県公告第５４０号 
 都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第２９条第１項の許可に係る開発行為が完了
したので、同法第３６条第３項の規定により、次のとおり公告する。 
    平成２０年８月５日 
                        熊本県知事 蒲 島 郁 夫    
１ 開発区域又は工区に含まれる地域の名称及び面積 
    合志市須屋字櫨山１４４３番、同１４４６番の一部、同１４４７番１の一部、同１４ 
 ４７番４の一部及び同１４４７番５の一部、字小迫１５２６番３の一部並びに里道の一 
 部 
  ２，８８７．５１平方メートル 
２ 開発許可を受けた者の住所及び氏名 
  熊本市田迎五丁目４番６号 
  熊本タカスギ株式会社 
 

 公  告 
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熊本県公告第５４１号 
 都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第２９条第１項の許可に係る開発行為が完了
したので、同法第３６条第３項の規定により、次のとおり公告する。 
  平成２０年８月５日 
                        熊本県知事 蒲 島 郁 夫    
１ 開発区域又は工区に含まれる地域の名称及び面積 
  菊池郡大津町大字杉水字水口３３２７番１ 
  ４，６０１．０４平方メートル 
２ 開発許可を受けた者の住所及び氏名 
  静岡市清水区入船町１１番１号 
  鈴與株式会社 

 
 
熊本県公告第５４２号 
 次のとおり総合評価一般競争入札に付する。 
  平成２０年８月５日 
                        熊本県知事 蒲 島 郁 夫    
１ 競争入札に付する事項 
 (１) 貸付物件 

コンテンツ管理システム等一式 
 (２) 貸付物件の規格、品質等 
    入札説明書及び仕様書による。 
 (３) 借受期間 
    平成２０年１１月１日から平成２５年１０月３０日まで 
 (４) 運用開始日 
    平成２１年２月１日 
 (５) 納入場所 
    要求仕様による。 
 (６) 入札方法 
  ア 入札方法は、総合評価一般競争入札とし、入札書及び提案書等を提出すること。 
  イ 入札金額は、熊本県コンテンツ管理システム導入等に要する一切の費用とし、５

年間（６０カ月）のリース総額を記載すること。 
  ウ 落札者決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の５パーセントに

相当する額を加算した金額（当該金額に１円未満の端数があるときは、その端数金
額を切り捨てるものとする。) をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及
び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった
契約希望金額の１０５分の１００に相当する金額を入札書に記載すること。 

  エ 入札説明書及び仕様書に特段の定めがない事項については、熊本県競争契約入札
心得（昭和３９年熊本県告示第４２０号）の規定を準用する。 

  オ 入札書は、入札説明書に示す様式により作成すること。 
  カ 提案書は、提案作成要領により作成すること。 
２ 入札に参加できる者 
  次に掲げる条件をすべて満たす者であること。 
 (１) 熊本県業務委託契約等に係る一般競争入札及び指名競争入札参加者の資格等に関

する要綱（平成１８年熊本県告示第５２１号。以下「要綱」という。）による審査
のうえ、有資格者として営業種目のリース・レンタル（業種：ＯＡ機器類）の入札
参加資格を有すると決定された者であること。 

    なお、入札参加資格を有しない者で本競争入札に参加を希望するものは、３に掲
げるところにより、要綱による審査を受け、入札参加資格を得ること。 

 (２) 地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４の規定に該当しな
い者であること。 

 (３) 会社更生法（平成１４年法律第１５４号）に基づく更生手続開始の申立てを行っ
た者又は申立てをなされた者にあっては、当該申立てに係る更生計画認可決定を受
けていること。 

 (４) 民事再生法（平成１１年法律第２２５号）に基づく再生手続開始の申立てを行っ
た者又は申立てをなされた者にあっては、当該申立てに係る再生計画認可決定を受
けていること。 

 (５) ５の（４）の入札の時点において、熊本県物品購入等及び業務委託等契約に係る
指名停止等の措置要領（平成１４年熊本県告示第８１１号）による指名停止期間中
でないこと。 

３ 入札参加資格を得るための申請方法等 
 (１) 申請の方法 
    ２に掲げる入札参加資格を有しない者で本競争入札に参加を希望するものは、要

綱に定める入札参加資格審査申請書（本競争入札参加のための申請である旨を明示
すること。）に必要書類を添付し、３の（２）の場所へ持参又は郵送（書留郵便に
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限る。）により提出すること。 
 (２) 入札参加資格審査申請書の入手先及び提出場所並びに申請に関する問い合わせ先 
    熊本県出納局管理調達課資格審査班（県庁行政棟本館２階） 
    郵便番号 ８６２－８５７０ 熊本市水前寺六丁目１８番１号 
    電話 ０９６－３３３－２５８１ 
 (３) 入札参加資格審査申請書の受付期間 
    平成２０年８月５日（火）から平成２０年８月１５日（金）までの日（県の休日

を除く。）の午前８時３０分から午後５時までとする。ただし、受付期間の終了後
も入札日時まで随時受け付けるが、この場合には、資格審査が入札に間に合わない
ことがある。 

４ 契約条項を示す場所 
  熊本県総合政策局広報課（県庁行政棟本館４階） 
  郵便番号 ８６２－８５７０ 熊本市水前寺六丁目１８番１号 
  電話 ０９６－３３３－２０２７ 
５ 入札手続等 
 (１) 入札に関する事務を担当する部局の名称 
    ４に記載のとおり 
 (２) 入札説明書及び仕様書の交付期間及び場所 
  ア 交付期間 
    平成２０年８月５日（火）から平成２０年８月１５日（金）までの日（県の休日

を除く。）の午前８時３０分から午後５時までとする。 
  イ 交付場所 
    ４に記載のとおり 
 (３) 入札説明会の日時及び場所 
  ア 日時 
    平成２０年８月１１日（月）午前１０時から 
  イ 場所 
    熊本県庁行政棟本館１０階１００１会議室 
 (４) 入札及び開札の日時及び場所 
  ア 日時 
    平成２０年８月２８日（木）午前１０時から 
  イ 場所 
    熊本県庁行政棟本館８階８０２会議室 
 (５) 入札書の提出方法 
    ５の（４）記載の入札場所に持参するものとする。ただし､持参できないときは､

４に記載の場所に平成２０年８月２７日（水）までに必着するよう郵送（書留郵便
に限る。）すること。 

６ その他 
 (１) 入札、契約手続等において使用する言語及び通貨 
    日本語及び日本国通貨とする。 
 (２) 入札保証金 
    免除する。 
 (３) 無効の入札 
    次のいずれかに該当する入札は、無効とする。 
  ア 入札に参加する資格を有しない者のした入札 
  イ 委任状を提出しない代理人のした入札 
  ウ 記名押印を欠く入札 
  エ 金額を訂正した入札 
  オ 誤字脱字等により意思表示が不明瞭である入札 
  カ 明らかに連合によると認められる入札 
  キ 同一事項の入札について他人の代理人を兼ね、又は２人以上の代理をした者の入

札 
  ク ２以上の意思表示をした入札 
  ケ 民法（明治２９年法律第８９号）第９５条に基づく錯誤による入札であると入札

執行者が認めた場合の入札 
  コ その他入札に関する条件に違反した入札 
 (４) 落札者の決定方法 
  ア 予定価格の範囲内の入札価格で有効な入札書を提出した者について、総合評価の

ための提案書を受付け、評価を行う。 
  イ 総合評価のための提案書の提案内容が、仕様書の要求要件をすべて満たしている

かを判定し、これを満たしている者には、「落札者決定基準」に示す各項目の評価
に応じ１，０５０点の範囲内で得点（以下「技術評価点」という。）を与える。 

  ウ 入札価格については、「４５０点×（１－入札価格×１．０５／予定価格）」に
より点数化し、価格点を与える。 

  エ 上記により算出された技術評価点及び価格点の合計点数が最も高い者を落札者
とする。なお、落札者となるべき者の当該入札価格が、「低入札価格調査事務処理
要領」（平成１５年熊本県告示第３６６号）により基準価格に満たない金額である
場合は、同要領に基づく調査・審査の結果、その者を落札者としないことがある。 
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  オ 技術点及び価格点の合計点数の最も高い者が２者以上あるときは、技術点が高い
者を落札者とし、それでも同点の場合は、当該入札者にくじを引かせ、落札者を決
定するものとする。この場合において、当該入札者のうちくじ引きに立ち会わない
者、又はくじを引かない者があるときは、これに代えて当該入札執行事務に関係の
ない職員にくじを引かせるものとする。 

 (５) 最低制限価格 
無 

 (６) 契約の締結 
  ア 契約書作成の要否 

要 
  イ 契約の締結期限 

落札者決定の日から１４日以内とする。 
  ウ 落札者からの契約締結の申出期限 

落札者決定の日から７日以内とする。 
 (７) 契約保証金 
    契約しようとする者は、契約担当者が指定する日時までに、契約金額（消費税及

び地方消費税の額を含む。）の１００分の１０以上の金額を納付しなければならな
い。ただし、次のア又はイのいずれかに該当するときは、契約保証金の納付が免除
される。 

  ア 契約しようとする者が、契約保証金以上の金額につき、保険会社との間に県を被
保険者とする履行保証保険契約を締結し、当該履行保証保険契約に係る保険証券を
提出したとき。 

  イ 契約しようとする者が、過去２年の間に国又は地方公共団体とこの入札に付する
事項と種類及び規模をほぼ同じくする契約を２回以上にわたって締結し、かつ、こ
れらをすべて誠実に履行したことを証する書類を提出したとき（その者が、契約を
履行しないこととなるおそれがないと認められるときに限る。）。 

 (８) その他詳細は、入札説明書による。 
 
 
 
 
 
熊本県教育委員会訓令第１１号 
                                 本庁各課 
                                各地方機関 
 熊本県下益城郡富合町の公立学校に勤務する県費負担教職員の市町の廃置分合に係る
訓令を次のように定める。 
  平成２０年８月５日 
                   熊本県教育委員会委員長 古川 紀美子 
   熊本県下益城郡富合町の公立学校に勤務する県費負担教職員の市町の廃置分合に係 
   る訓令 
 平成２０年１月３０日付け総務省告示第４３号に基づき、下益城郡富合町を廃し、その
区域を熊本市に編入する処分の効力が生じる際、現に富合町にある公立学校に勤務する県
費負担教職員は、別に辞令の発せられない限り、市町の廃置分合の処分の効力が生ずる日
をもって、現にある職並びに現に受ける級及び号給をもって、熊本県熊本市公立学校教職
員に任命され、現に勤務する所属に勤務を命ぜられたものとする。 
   附 則 
 この訓令は、平成２０年１０月６日から施行する。 

 
 
熊本県私立学校審議会公告第１号 
 熊本県私立学校審議会の会議を次のとおり開催する。 
  平成２０年８月５日 
                           熊本県私立学校審議会    
１ 開催日時 
  平成２０年８月１２日（火） 
  午後１時３０分から午後３時３０分まで（予定） 
２ 開催場所 
  水前寺共済会館６階スカイルーム（熊本市水前寺一丁目３３－１８） 
３ 議題 
【 諮問事項 】 
 （１）中学校関係 
   ①熊本マリスト学園中学の収容定員減に係る学則変更認可（公開） 
 （２）幼稚園関係 
   ①竜北東光幼稚園の収容定員減に係る園則変更認可（公開）  
   ②小国幼稚園の収容定員減に係る園則変更認可（公開） 
   ③あそひかり幼稚園の収容定員減に係る園則変更認可（公開） 
 （３）専修学校関係 

 登載依頼 
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   ①九州中央リハビリテーション学院の設置目的の変更認可（公開） 
   ②専修学校の設置者変更認可（非公開） 
【 事前協議事項 】 
 （１）高等学校関係 
   ①開新高等学校の土木建築科及び電気情報科新設に係る事業計画（公開） 
   ②国府高等学校のビジネス科新設に係る事業計画（公開） 
 （２）幼稚園関係 
   ①九州学院みどり幼稚園の収容定員増に係る事業計画（公開） 
  ※議事は変更することがある。 
４ 傍聴者の定員 
  １０名 
５ 傍聴手続 
 （１）傍聴希望者は、会議の開催予定時刻までに、当該会議の会場において受付のうえ、 
   事務局の指示に従い、会議の会場に入ることができる。 
 （２）傍聴の手続は、先着順で行い、定員になり次第終了する。 
６ 問い合わせ先 
  熊本県熊本市水前寺六丁目１８番１号 
  熊本県私立学校審議会事務局（熊本県総務部私学文書課中高等班） 
  （０９６－３３３－２０６４） 

 
 
熊本県管理委員会告示第９０号 
 公職選挙法（昭和２５年法律第１００号）第１８９条の規定に基づき、平成２０年３月
２３日執行の熊本県知事選挙の各候補者から提出された収支報告書の要旨は、次のとおり
である。 
  平成２０年８月５日 
                    熊本県選挙管理委員会 
                           委員長 岩 尾 映 二 
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１　選挙の種類 平成２０年３月２３日執行熊本県知事選挙
２　公職選挙法の規定による選挙運動に関する支出金額の制限額（法定選挙運動費用額）

    34,675,200  円
３　報告書の要旨

岩下　栄一 所属党派 無所属 1月25日から
丸山　衛 3月23日まで

収入 　　　　　円 支出                 円
主たる寄附 人　件　費 1,164,300
（氏名・団体名） （職業） （寄附額） 家　屋　費 1,885,510

無職 200,000 選挙事務所費 1,837,525
無職 1,000,000 集合会場費 47,985
医師 1,000,000 通　信　費 6,970
無職 1,000,000 交　通　費
医師 500,000 印　刷　費 1,310,800
会社社長 500,000 広 告 費 756,157
会社社長 500,000 文　具　費 16,202

工藤　昌一郎 医師 300,000 食　糧　費 16,004
木村　芳男 会社役員 500,000 休　泊　費
渡辺　マチ子 無職 200,000 雑 　　費
石橋　ヒサ子 無職 200,000
塩見　佳代 無職 1,000,000
藤崎　茂久 元会社員 200,000
大塚　唯雄 会社役員 300,000

　0件 0
0

今　回　計 7,400,000 今　回　計 5,155,943
前　回　計 0 前 回 計
総　　　計 7,400,000 総 　　計 5,155,943

１　選挙の種類 平成２０年３月２３日執行熊本県知事選挙
２　公職選挙法の規定による選挙運動に関する支出金額の制限額（法定選挙運動費用額）

    34,675,200  円
３　報告書の要旨

蒲島　郁夫 所属党派 無所属 2月20日から
井上　尊文 4月4日まで

収入 　　　　　円 支出                 円
主たる寄附 人　件　費 1,870,000
（氏名・団体名） （職業） （寄附額） 家　屋　費 2,569,690

政治団体 10,000,000 選挙事務所費 2,569,690
集合会場費

通　信　費
交　通　費
印　刷　費 2,535,244
広　告　費 2,795,225
文　具　費 79,754
食 糧 費 138,085
休　泊　費
雑　　　費 708,952

　１５件 105,730
5,500,000

今　回　計 15,605,730 今 回 計 10,696,950
前　回　計 0 前　回　計
総　　　計 15,605,730 総　　　計 10,696,950

公職の候補者の選挙運動に関する収支報告書要旨

候補者氏名
期　間 第１回分

出納責任者氏名

平成20年4月7日 第１回報告分報告書受理年月日

その他の寄附
その他の収入

蔵元　昭一
泉　　清
坂口　頼邦

松本　泰吾
木村　ワカ子
山口　卓雄
三浦　ヨシエ

公職の候補者の選挙運動に関する収支報告書要旨

候補者氏名
期　間 第１回分

出納責任者氏名

第１回報告分

その他の寄附
その他の収入

報告書受理年月日 平成20年4月7日

熊本に夢の会
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１　選挙の種類 平成２０年３月２３日執行熊本県知事選挙
２　公職選挙法の規定による選挙運動に関する支出金額の制限額（法定選挙運動費用額）

    34,675,200  円
３　報告書の要旨

蒲島　郁夫 所属党派 無所属 2月27日から
井上　尊文 4月18日まで

収入 　　　　　円 支出                 円
主たる寄附 人　件　費
（氏名・団体名） （職業） （寄附額） 家　屋　費 104,945

選挙事務所費
集合会場費 104,945

通　信　費 575,490
交　通　費
印　刷　費
広 告 費
文　具　費 226,897
食　糧　費
休　泊　費 201,031
雑 　　費

今　回　計 0 今　回　計 1,108,363
前　回　計 15,605,730 前 回 計 10,696,950
総　　　計 15,605,730 総 　　計 11,805,313

１　選挙の種類 平成２０年３月２３日執行熊本県知事選挙
２　公職選挙法の規定による選挙運動に関する支出金額の制限額（法定選挙運動費用額）

    34,675,200  円
３　報告書の要旨

蒲島　郁夫 所属党派 無所属 4月7日から
井上　尊文 4月30日まで

収入 　　　　　円 支出                 円
主たる寄附 人　件　費
（氏名・団体名） （職業） （寄附額） 家 屋 費 713,030

選挙事務所費
集合会場費 713,030

通　信　費
交 通 費
印　刷　費
広　告　費
文　具　費
食 糧 費
休　泊　費
雑　　　費

　件

今　回　計 0 今 回 計 713,030
前　回　計 15,605,730 前　回　計 11,805,313
総　　　計 15,605,730 総 　　計 12,518,343

第２回報告分

その他の寄附
その他の収入

報告書受理年月日 平成20年4月18日

第３回報告分

その他の寄附
その他の収入

報告書受理年月日 平成20年5月8日

公職の候補者の選挙運動に関する収支報告書要旨

候補者氏名
期　間 第２回分

出納責任者氏名

公職の候補者の選挙運動に関する収支報告書要旨

候補者氏名
期　間 第３回分

出納責任者氏名
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１　選挙の種類 平成２０年３月２３日執行熊本県知事選挙
２　公職選挙法の規定による選挙運動に関する支出金額の制限額（法定選挙運動費用額）

    34,675,200  円
３　報告書の要旨

鎌倉　孝幸 所属党派 無所属 2月17日から
鎌倉　守三 3月31日まで

収入 　　　　　円 支出                 円
主たる寄附 人　件　費 965,000
（氏名・団体名） （職業） （寄附額） 家　屋　費 302,000

政治団体 4,740,000 選挙事務所費 287,000
会社役員 1,000,000 集合会場費 15,000

通 信 費
交 通 費
印 刷 費 2,739,994
広　告　費 970,000
文 具 費 15,272
食 糧 費 88,687
休　泊　費
雑 　　費 20,053

0
0

今　回　計 5,740,000 今 回 計 5,101,006
前　回　計 0 前　回　計
総　　　計 5,740,000 総　　　計 5,101,006

１　選挙の種類 平成２０年３月２３日執行熊本県知事選挙
２　公職選挙法の規定による選挙運動に関する支出金額の制限額（法定選挙運動費用額）

    34,675,200  円
３　報告書の要旨

鎌倉　孝幸 所属党派 無所属 4月10日から
鎌倉　守三 4月25日まで

収入 　　　　　円 支出                 円
主たる寄附 人 件 費
（氏名・団体名） （職業） （寄附額） 家 屋 費

選挙事務所費
集合会場費

通 信 費 214,913
交 通 費
印 刷 費
広 告 費
文　具　費
食　糧　費
休　泊　費
雑 　　費 36,330

　0件 0
0

今　回　計 0 今　回　計 251,243
前　回　計 5,740,000 前 回 計 5,101,006
総　　　計 5,740,000 総 　　計 5,352,249

第２回報告分

その他の寄附
その他の収入

報告書受理年月日 平成20年4月30日

公職の候補者の選挙運動に関する収支報告書要旨

候補者氏名
期　間 第１回分

出納責任者氏名

鎌倉孝幸後援会
西川　通子

平成20年4月3日 第１回報告分報告書受理年月日

その他の収入
その他の寄附

出納責任者氏名

公職の候補者の選挙運動に関する収支報告書要旨

候補者氏名
期　間 第２回分
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１　選挙の種類 平成２０年３月２３日執行熊本県知事選挙
２　公職選挙法の規定による選挙運動に関する支出金額の制限額（法定選挙運動費用額）

    34,675,200  円
３　報告書の要旨

北里　敏明 所属党派 無所属 1月4日から
北里　昭 4月3日まで

収入 　　　　　円 支出                 円
主たる寄附 人　件　費 1,529,000
（氏名・団体名） （職業） （寄附額） 家　屋　費 6,157,855

選挙事務所費 5,031,625
集合会場費 1,126,230

通　信　費 3,346,445
交　通　費 1,474,213
印　刷　費 7,586,660
広 告 費 3,446,198
文　具　費 771,623
食　糧　費 605,650
休　泊　費 472,595
雑 　　費 533,167

34,000,000
今　回　計 34,000,000 今　回　計 24,923,406
前　回　計 前 回 計
総　　　計 34,000,000 総 　　計 25,923,406

１　選挙の種類 平成２０年３月２３日執行熊本県知事選挙
２　公職選挙法の規定による選挙運動に関する支出金額の制限額（法定選挙運動費用額）

    34,675,200  円
３　報告書の要旨

北里　敏明 所属党派 無所属 3月27日から
北里　昭 4月14日まで

収入 　　　　　円 支出                 円
主たる寄附 人　件　費 1,278,900
（氏名・団体名） （職業） （寄附額） 家 屋 費 266,256

選挙事務所費 183,436
集合会場費 82,820

通　信　費 479,362
交 通 費 1,449,900
印　刷　費
広　告　費
文　具　費 21,000
食 糧 費
休　泊　費 68,145
雑　　　費 1,365

　　件

今　回　計 0 今 回 計 3,564,928
前　回　計 34,000,000 前　回　計 25,923,406
総　　　計 34,000,000 総 　　計 29,488,334

公職の候補者の選挙運動に関する収支報告書要旨

候補者氏名
期　間 第２回分

出納責任者氏名

公職の候補者の選挙運動に関する収支報告書要旨

候補者氏名
期　間 第１回分

出納責任者氏名

第２回報告分

その他の寄附
その他の収入

報告書受理年月日 平成20年5月7日

第１回報告分

その他の寄附
その他の収入

報告書受理年月日 平成20年4月7日
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１　選挙の種類 平成２０年３月２３日執行熊本県知事選挙
２　公職選挙法の規定による選挙運動に関する支出金額の制限額（法定選挙運動費用額）

    34,675,200  円
３　報告書の要旨

矢上　雅義 所属党派 無所属 2月26日から
吉松　孝雄 4月3日まで

収入 　　　　　円 支出                 円
主たる寄附 人 件 費 788,700
（氏名・団体名） （職業） （寄附額） 家 屋 費 250,000

政治団体 3,070,000 選挙事務所費 250,000
集合会場費

通 信 費 1,290
交 通 費 23,840
印 刷 費 2,746,520
広 告 費 2,361,781
文 具 費 143,481
食 糧 費 35,814
休 泊 費
雑 　　費 15,596

0
3,500,000

今　回　計 6,570,000 今 回 計 6,367,022
前　回　計 0 前 回 計
総　　　計 6,570,000 総 　　計 6,367,022

平成20年4月4日 第１回報告分報告書受理年月日

その他の寄附
その他の収入

矢上雅義火の国後援会

公職の候補者の選挙運動に関する収支報告書要旨

候補者氏名
期　間 第１回分

出納責任者氏名

 
 

 
 


